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クマ出没により売上げが減少した 

中小企業者等に対する金融支援について 

 

県では、クマの出没や目撃件数の増加に伴い、来客数の減少などにより売上げが減

少した県内中小企業者等の資金繰りを支援するため、県制度融資「災害復旧対策資金

（一般枠）」の取扱いを、１２月１２日から開始します。 

 

１ 資金概要 

（１）資 金 名 災害復旧対策資金（一般枠） 

（２）融資対象者 

令和７年クマ出没に起因して、最近１か月の売上高が前年同月

の売上高に比して１０％以上減少していること 

 

※売上減少要件について、県知事、市町村長、商工会議所会頭 

又は商工会会長による認定が必要です。 

 ※認定申請書は、県商工金融課ホームページからダウンロード 

できます。 

（３）融資限度額 一災害 ５，０００万円 

（４）融 資 利 率 
年 １．６０％以内  

（※県制度融資・一般資金（１．９０％）よりも低利に設定） 

（５）資 金 使 途 

  ・償 還 期 間 
運転資金、設備資金 １０年以内（据置２年以内） 

（６）信用保証料 年 ０．４５～１．００％ 

 

２ 取扱期間 

令和７年１２月１２日（金）から令和８年３月３１日（火）信用保証協会申込分まで 

 

３ 融資の申込先  

宮城県制度融資取扱金融機関 

（県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、

商工組合中央金庫及び農林中央金庫へ直接申し込み） 


